
 

「利用者情報に関するワーキンググループ」開催要綱 

 

１ 目的  

本ワーキンググループ（以下「WG」という。）は、「ICTサービスの利用環境の整備に関する研

究会」の下に開催される WGとして、電気通信事業、プラットフォームサービス等に係る利用者

情報の更なる保護等に向けて、最近の動向等を踏まえ、専門的な観点から集中的に検討するこ

とを目的とする。 

 

２ 名称  

本 WGは、「利用者情報に関するワーキンググループ」と称する。 

 

３ 検討事項  

（１） 電気通信事業、プラットフォームサービス等に係る利用者情報の取扱い等の在り方の検

討 

（２） 電気通信事業者、プラットフォーム事業者等の関係事業者及び関係団体等による取組の

実態把握 

（３） その他 

 

４ 構成及び運営  

（１）本 WGの主査は、ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会の座長が指名する。 

（２）本 WGの構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）本 WGの構成員は、中立の立場をもって、専門的知見に基づき議論を行う。 

（４）主査は本 WGを招集し、主宰する。 

（５）主査は、必要があると認めるときは、主査代理を指名することができる。 

（６）主査代理は、主査を補佐し、主査不在のときは主査に代わって本 WGを招集し、主宰する。 

（７）本 WGの構成員は、やむを得ない事情により出席できない場合において、代理の者を指名

し、出席させることができる。 

（８）主査は、必要に応じ、オブザーバーを招聘することができる。 

（９）主査は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（10）構成員は、本 WGにおける情報の取扱いに関して、次の事項を遵守する。 

① 構成員は、本 WGで知り得た非公開の情報について、厳に秘密を保持するものとし、総務

省の書面による承諾なくして、第三者に開示しないこと。また、構成員を辞した後も同様

とすること。 

② 構成員は、本 WGで知り得た非公開情報に基づく活動を行わないこと。 

（11）その他、本 WGの運営に必要な事項は、主査が定める。 

  

５ 議事・資料等の扱い  

（１）本 WGは、原則として公開とする。ただし、主査が必要と認める場合については、非公

開とする。 

（２）本 WGで使用した資料は、原則として、総務省のウェブサイトに掲載し、公開する。た

だし、公開することにより、当事者若しくは第三者の利益を害するおそれがある場合又

は主査が必要と認める場合については、非公開とする。 

（３）本 WGの議事概要は、原則として公開する。ただし、主査が必要と認める場合について



 

は、非公開とする。 

 

６ その他  

本 WGの事務局は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課が、情報流通行政局情報

流通振興課情報流通適正化推進室及びサイバーセキュリティ統括官室の協力を得て行う。  



 

（別 紙） 

 

 

「利用者情報に関するワーキンググループ」構成員 

 

 

（敬称略・五十音順） 

 

【構成員】 

生貝 直人   一橋大学大学院 法学研究科 教授 

上沼 紫野   LM虎ノ門南法律事務所 弁護士 

江藤 祥平   一橋大学大学院 法学研究科 教授 

太田 祐一   株式会社 DataSign 代表取締役社長 

木村 たま代   主婦連合会 常任幹事 

寺田 眞治   一般財団法人日本情報経済社会推進協会 客員研究員 

森 亮二   英知法律事務所 弁護士 

（主査）山本 龍彦   慶應義塾大学大学院 法務研究科 教授 

呂 佳叡   森･濱田松本法律事務所外国法共同事業 弁護士 

 

【オブザーバー】 

個人情報保護委員会事務局 

経済産業省 

一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 

蔦 大輔   森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 

仲上 竜太   日本スマートフォンセキュリティ協会 技術部会 部会長 

米田 謙三   早稲田大阪高等学校 教諭 

 


